
（建設工事）

登録区分
登録の
希望

登録の
希望

建設工事 ○ 010 一般土木工事 140 浚
しゅん

　渫
せつ

　工　事

○ 011 プレストレストコンクリート工事 150 板　金　工　事

○ 020 建築一式工事 160 ガ ラ ス 工 事

030 大　工　工　事 170 一般塗装工事

040 左　官　工　事 ○ 171 路面標示工事

050 とび・土工・コンクリート工事 180 防　水　工　事

051 法　面　工　事 190 内装仕上工事

060 石 　工　　事 200 機械器具設置工事

070 屋　根　工　事 210 熱 絶 縁 工 事

080 電　気　工　事 220 電気通信工事

090 給排水暖冷房衛生設備工事 230 造　園　工　事

100 タイル・れんが・ブロック工事 240 さ く 井 工 事

110 鋼構造物工事 250 建　具　工　事

111 鋼橋上部工工事 260 水道施設工事

120 鉄　筋　工　事 270 消防施設工事

130 舗　装　工　事 280 清掃施設工事

290 解　体　工　事

業 態 調 書 （ 建 設 工 事 ）
登録を希望する項目に○印を記入してください。

登録項目（工事種別） 登録項目（工事種別）

《注意》
○経営事項審査の総合評定値が５
００未満の工種（舗装工事の場合
は６００未満）、及び過去２年（又は
３年）平均の完成工事高が「０
（無）」の工種は登録できません。

登録を希望する登録項目（工

事種別）すべてに「○」印を付け

てください。

記入例

《注意》
○業態調書（建設工事）に登録を
希望されるかたは、業態調書（役
務提供）の小規模修繕等には登録
できません。


	業態調書（建設工事）（記入例）

